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規 則 

 

 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月８日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６５号 

   江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則 

 江東区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する

条例施行規則（平成１０年３月江東区規則第３２

号）の一部を次のように改正する。 

第２５条の３第２項中「、正規の勤務時間の始

め又は終わりに」を削る。 

   附 則 

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

                    

 江東区保健所長委任規則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和７年９月１２日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６６号 

   江東区保健所長委任規則の一部を改正する

規則 

 第１条第３号を次のように改める。 

(3) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律（平成１０年法律第１１４号。

以下この号において「法」という。）及び感

染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律施行規則（平成１０年厚生省令第

９９号。以下この号において「省令」とい

う。）に基づく次に掲げる事務に関すること。 

ア 法第１２条第１項（同条第１０項におい

て準用する場合を含む。）及び第８項の規

定による届出の受理 

イ 法第１３条第１項及び第２項（同条第７

項において準用する場合を含む。）の規定

による届出の受理 

ウ 法第１４条第２項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による届出の受理 

エ 法第１５条第１項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による感染症の発生を予防し、又は感染症

の発生の状況、動向及び原因を明らかにす

るための質問及び調査 

オ 法第１５条第３項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による検体若しくは感染症の病原体の提出

又は検体の採取に応じるべきことの要求 

カ 法第１５条第８項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による質問又は調査に応ずべきことの命令 

キ 法第１５条第１０項及び第１１項の規定

（法第４４条の９第１項の規定に基づく政

令において準用する場合及び法第５３条第

１項の規定に基づく政令において適用する

場合を含む。）による書面による通知及び

書面の交付 

ク 法第１５条の２第１項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による検疫所長からの通知に基づく質

問及び調査 

ケ 法第１５条の３第１項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による検疫所長からの通知に基づく健

康状態の報告の要求及び質問 

コ 法第１５条の３第２項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による質問及び調査 

サ 法第１６条第１項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による情報の分析及び公表 

シ 法第１６条の２第１項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による必要な措置の決定及び協力の要

請 
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ス 法第１６条の３第１項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による検体の提出又は採取の勧告 

セ 法第１６条の３第３項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による検体採取の措置 

ソ 法第１６条の３第５項及び第６項（法第

２３条（法第２６条において準用する場合

を含む。）において、法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において、法第４４

条の１１第９項、法第４５条第３項及び法

第４９条において準用する場合並びに法第

５３条第１項の規定に基づく政令において

適用する場合を含む。）の規定による書面

による通知及び書面の交付 

タ 法第１７条第１項及び第２項（法第４４

条の９第１項の規定に基づく政令において

準用する場合及び法第５３条第１項の規定

に基づく政令において適用する場合を含

む。）の規定による健康診断の勧告及び措

置 

チ 法第１８条第１項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による書面による通知 

ツ 法第１８条第３項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による確認請求の受理及び同条第４項（法

第４４条の９第１項の規定に基づく政令に

おいて準用する場合及び法第５３条第１項

の規定に基づく政令において適用する場合

を含む。）の規定による確認請求に係る者

についての確認 

テ 法第１８条第５項及び第６項（法第４４

条の９第１項の規定に基づく政令において

準用する場合及び法第５３条第１項の規定

に基づく政令において適用する場合を含

む。）の規定による感染症の診査に関する

協議会（以下「協議会」という。）の意見

の聴取及び協議会への報告 

ト 法第１９条第１項（法第２６条において

及び法第４４条の９第１項の規定に基づく

政令において準用する場合並びに法第５３

条第１項の規定に基づく政令において適用

する場合を含む。）の規定による入院の勧

告 

ナ 法第１９条第２項（法第２６条において

及び法第４４条の９第１項の規定に基づく

政令において準用する場合並びに法第５３

条第１項の規定に基づく政令において適用

する場合を含む。）の規定による説明 

ニ 法第１９条第３項及び第５項（法第２６

条において及び法第４４条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合並び

に法第５３条第１項の規定に基づく政令に

おいて適用する場合を含む。）の規定によ

る入院の措置 

ヌ 法第１９条第７項（法第２６条において

及び法第４４条の９第１項の規定に基づく

政令において準用する場合並びに法第５３

条第１項の規定に基づく政令において適用

する場合を含む。）の規定による協議会へ

の報告 

ネ 法第２０条第１項から第５項まで（法第

２６条において及び法第４４条の９第１項

の規定に基づく政令において準用する場合

並びに法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による入院の勧告、入院及び入院の期間の

延長の措置並びに協議会の意見の聴取 

ノ 法第２０条第６項（法第２６条において

及び法第４４条の９第１項の規定に基づく

政令において準用する場合並びに法第５３

条第１項の規定に基づく政令において適用

する場合を含む。）の規定による説明、職

員の指定、意見を述べる機会の付与及び日

時等の通知 

マ 法第２０条第７項及び第８項（法第２６

条において及び法第４４条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合並び

に法第５３条第１項の規定に基づく政令に

おいて適用する場合を含む。）の規定によ

る証拠及び聴取書の受理 

ミ 法第２１条（法第２６条において及び法

第４４条の９第１項の規定に基づく政令に

おいて準用する場合並びに法第５３条第１

項の規定に基づく政令において適用する場

合を含む。）の規定による患者の移送 

ム 法第２２条（法第２６条において及び法
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第４４条の９第１項の規定に基づく政令に

おいて準用する場合並びに法第５３条第１

項の規定に基づく政令において適用する場

合を含む。）の規定による退院の措置、病

原体の有無の確認の通知の受理、退院請求

の受理及び病原体の有無の確認 

メ 法第２４条第３項第１号（法第４４条の

９第１項の規定に基づく政令において準用

する場合及び法第５３条第１項の規定に基

づく政令において適用する場合を含む。）

の規定による協議会への諮問 

モ 法第２４条の２（法第２６条において、

法第４４条の９第１項の規定に基づく政令

において及び法第４９条の２において準用

する場合並びに法第５３条第１項の規定に

基づく政令において適用する場合を含

む。）の規定による苦情の申出の受理、職

員の指定、苦情の処理及び処理の結果の通

知 

ヤ 法第２６条の３第１項（法第４４条の３

の５第６項において、法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において及び法第５

０条の６第６項において準用する場合並び

に法第５３条第１項の規定に基づく政令に

おいて適用する場合を含む。）の規定によ

る検体又は感染症の病原体の提出の命令 

ユ 法第２６条の３第３項（法第４４条の３

の５第６項において、法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において及び法第５

０条の６第６項において準用する場合並び

に法第５３条第１項の規定に基づく政令に

おいて適用する場合を含む。）の規定によ

る検体又は感染症の病原体の収去 

ヨ 法第２６条の４第１項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による検体の提出又は採取に応ずべき

ことの命令 

ラ 法第２６条の４第３項（法第４４条の９

第１項の規定に基づく政令において準用す

る場合及び法第５３条第１項の規定に基づ

く政令において適用する場合を含む。）の

規定による検体採取の措置 

リ 法第２７条（法第４４条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合及び

法第５３条第１項の規定に基づく政令にお

いて適用する場合を含む。）の規定による

感染症の病原体に汚染された場所等の消毒

の命令 

ル 法第２８条（法第４４条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合並び

に法第４４条の４において及び法第５３条

第１項の規定に基づく政令において適用す

る場合を含む。）の規定によるねずみ族、

昆虫等の駆除の命令 

レ 法第２９条第１項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による物件に係る措置の命令 

ロ 法第３０条第１項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）の規定

による死体の移動の制限又は禁止 

ワ 法第３０条第２項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合及び法第５３条第１項の規定に基づく政

令において適用する場合を含む。）ただし

書の規定による埋葬の許可 

ヲ 法第３５条第１項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令において準用する場

合並びに法第４４条の４において及び法第

５３条第１項の規定に基づく政令において

適用する場合を含む。）の規定による立入

り、質問及び調査 

ン 法第３６条第１項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令及び法第５０条第５

項において準用する場合並びに法第４４条

の４において及び法第５３条第１項の規定

に基づく政令において適用する場合を含

む。）の規定による書面による通知 

あ 法第３６条第２項（法第４４条の９第１

項の規定に基づく政令及び法第５０条第５

項において準用する場合並びに法第４４条

の４において及び法第５３条第１項の規定

に基づく政令において適用する場合を含

む。）の規定による書面の交付 

い 法第３７条（法第４４条の９第１項の規

定に基づく政令において準用する場合、法

第８条各項の規定により適用する場合及び

法第５３条第１項の規定に基づく政令にお

いて適用する場合を含む。）の規定による

医療費の公費負担の申請の受理及び負担の

決定並びに自己負担の認定（法第４２条の
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規定による療養費の支給の申請の受理及び

支給の決定並びに自己負担の認定を含

む。） 

う 法第３７条の２の規定による結核患者の

医療に係る費用の負担の申請の受理及び負

担の決定並びに協議会の意見の聴取（法第

４２条の規定による療養費の支給の申請の

受理及び支給の決定を含む。） 

え 法第３８条の規定による結核指定医療機

関の指定及び結核医療機関に対する指導並

びに結核指定医療機関の指定辞退に係る届

出の受理及び指定の取消し 

お 法第４２条の規定による療養費の支給の

申請の受理及び支給の決定 

か 法第４３条第１項の規定による結核指定

医療機関に対する報告の請求及び検査並び

に同条第２項の規定による結核指定医療機

関に対する診療報酬の支払の一時差止め 

き 法第４４条の３第１項及び第２項の規定

による報告及び協力の要請 

く 法第４４条の３の２（法第４４条の９第

１項の規定に基づく政令において準用する

場合及び法第８条第２項又は第３項の規定

により適用する場合を含む。）の規定によ

る医療費の公費負担の申請の受理及び負担

の決定並びに自己負担の認定（法第４４条

の３の３の規定による療養費の支給の申請

の受理及び支給の決定並びに自己負担の認

定を含む。） 

け 法第４４条の３の５第３項の規定による

検体又は病原体の全部又は一部の受領 

こ 法第４４条の３の６の規定による届出の

受理 

さ 法第４４条の１１第１項の規定による検

体の提出又は採取の勧告 

し 法第４４条の１１第３項の規定による検

体採取の措置 

す 法第４５条第１項及び第２項の規定によ

る新感染症に係る健康診断の勧告及び措置 

せ 法第４６条第１項から第４項までの規定

（法第４９条において準用する場合を含

む。）による新感染症の所見がある者の入

院の勧告、措置及び期間の延長 

そ 法第４６条第５項の規定による説明、職

員の指定、意見を述べる機会の付与及び通

知並びに同条第６項及び第７項の規定によ

る証拠及び聴取書の受理 

た 法第４７条の規定による新感染症の所見

がある者の移送 

ち 法第４８条の規定による新感染症の所見

がある者の退院の措置、病院の管理者から

の意見の聴取、退院請求の受理及び退院請

求に係る者についての確認 

つ 法第５０条第１項の規定による新感染症

に係る消毒その他の措置（法第３１条及び

法第３２条に規定する措置を除く。） 

て 法第５０条の２第１項及び第２項の規定

による報告及び協力の要請 

と 法第５０条の３の規定による医療費の公

費負担の申請の受理及び負担の決定並びに

自己負担の認定（法第５０条の４の規定に

よる療養費の支給の申請の受理及び支給の

決定並びに自己負担の認定を含む。） 

な 法第５０条の６第３項の規定による検体

又は病原体の全部又は一部の受領 

に 法第５０条の７の規定による届出の受理 

ぬ 法第５３条の２第３項の規定による定期

健康診断の実施 

ね 法第５３条の７の規定による健康診断実

施者からの通報又は報告の受理 

の 法第５３条の１０の規定による結核患者

の居住地を管轄する保健所長への通知 

ま 法第５６条第１項の規定による通知の受

理 

み 省令第２０条の３第３項の規定による結

核患者に対する患者票の交付、同条第５項

の規定による変更届の受理及び同条第６項

の規定による返納された患者票の受理 

む 省令第２３条の３第１項及び第２項の規

定による書面による通知及び書面の交付 

め 省令第２３条の４第１項及び第２項の規

定による書面による通知及び書面の交付 

も 省令第２６条の２第１項及び第２項の規

定による書面による通知及び書面の交付 

や 省令第２６条の３第１項及び第２項の規

定による書面による通知及び書面の交付 

 第２条中「同号キ、同号ヨ」を「同号サ、同号

ね」に改める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行

規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月１２日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６７号 
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   江東区新型インフルエンザ等対策本部条例

施行規則の一部を改正する規則 

江東区新型インフルエンザ等対策本部条例施行

規則（平成２５年４月江東区規則第５０号）の一

部を次のように改正する。 

別表中「同防災課長」を「同防災計画課長」に

改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行

規則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６８号 

   江東区子どもの医療費の助成に関する条例

施行規則の一部を改正する規則 

 江東区子どもの医療費の助成に関する条例施行

規則（平成４年１２月江東区規則第６２号）の一

部を次のように改正する。 

第５条第１項第１号を削り、同項中第２号を第

１号とし、第３号を削り、同項第４号中「前３

号」を「前号」に改め、同号を同項第２号とし、

同条第２項を削り、同条第３項中「別記第３号様

式」を「別記第２号様式」に、「別記第３号の２

様式」を「別記第２号の２様式」に、「別記第３

号の３様式」を「別記第２号の３様式」に、「別

記第４号様式」を「別記第３号様式」に改め、同

項を同条第２項とし、同条中第４項を第３項とし、

同条第５項中「第３項」を「第２項」に改め、同

項を同条第４項とする。 

 第７条第１項中「別記第５号様式」を「別記第

４号様式」に改める。 

 第９条第１項中「別記第６号様式」を「別記第

５号様式」に改め、同条第４項中「別記第７号様

式」を「別記第６号様式」に、「別記第８号様

式」を「別記第７号様式」に改める。 

第１０条第１項中「別記第９号様式」を「別記

第８号様式」に改める。 

第１１条第１項中「別記第１０号様式」を「別

記第９号様式」に改める。 

 別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第５条関係） 

 
 別記第２号様式の次に次の２様式を加える。 
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別記第２号の２様式（第５条関係） 
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別記第２号の３様式（第５条関係） 

 
 別記第３号様式を次のように改める。 
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別記第３号様式（第５条関係） 

 

 別記第３号の２様式及び別記第３号の３様式を 

削る。 

 別記第４号様式及び別記第５号様式を次のよう 

に改める。 
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別記第４号様式（第７条関係） 
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別記第５号様式（第９条関係） 

 
 

 

 別記第６号様式を削り、別記第７号様式を別記

第６号様式とし、別記第８号様式から別記第１０

号様式までを１様式ずつ繰り上げる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施

行規則別記第３号様式、別記第３号の２様式及

び別記第３号の３様式による医療証で現に効力

を有するものは、その有効期間に限り、この規

則による改正後の別記第２号様式、別記第２号

の２様式及び別記第２号の３様式による医療証

とみなす。 

３ この規則の施行の際、この規則による改正前

の江東区子どもの医療費の助成に関する条例施

行規則の別記様式による用紙で、現に残存する

ものは、所要の修正を加え、なお使用すること

ができる。 

                    

 江東区理容師法施行条例施行規則及び江東区美

容師法施行条例施行規則の一部を改正する規則を

公布する。 

  令和７年９月２９日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第６９号 

   江東区理容師法施行条例施行規則及び江東

区美容師法施行条例施行規則の一部を改正

する規則 

（江東区理容師法施行条例施行規則の一部改正） 

第１条 江東区理容師法施行条例施行規則（平成

２４年３月江東区規則第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第６条第２号中「、同条第２７項」を「、同

条第２８項」に、「及び同条第２８項」を「及

び同条第２９項」に改める。 

（江東区美容師法施行条例施行規則の一部改正） 

第２条 江東区美容師法施行条例施行規則（平成

２４年３月江東区規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第６条第２号中「、同条第２７項」を「、同

条第２８項」に、「及び同条第２８項」を「及

び同条第２９項」に改める。 

附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

                    

 江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制

に係る施行細則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

 江東区長  大久保 朋 果   



令和 7 年 10 月 15 日（水曜日）     江 東 区 公 報            （第 932 号） 

 

 

 

13 

◎江東区規則第７０号 

   江東区都市計画法に規定する開発行為等の

規制に係る施行細則の一部を改正する規則 

江東区都市計画法に規定する開発行為等の規制

に係る施行細則（平成１２年３月江東区規則第１

４号）の一部を次のように改正する。 

 別記第４号様式、別記第５号様式、別記第１１

号様式、別記第１３号様式及び別記第１４号様式

の規定中 
「 ２ 処分の取消しの訴えについては、上

記１の審査請求に対する裁決を経た後

でなければ提起することができませ

ん。この処分の取消しの訴えは、この

裁決があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に、江東区を被

告として（訴訟において江東区を代表

する者は江東区長となります。）、提

起することができます。 

  なお、次の各号のいずれかに該当す

る場合は、この裁決を経ずに処分の取

消しの訴えを提起することができま

す。 

(1) 審査請求があった日の翌日から起

算して３か月を経過しても裁決がな

いとき。 

(2) 処分、処分の執行又は手続の続行

により生ずる著しい損害を避けるた

め緊急の必要があるとき。 

(3) その他裁決を経ないことにつき正

当な理由があるとき。 

３ ただし、上記の期間が経過する前

に、この処分があった日の翌日から起

算して１年を経過した場合は、審査請

求をすることができなくなり、また、

審査請求に対する裁決のあった日の翌

日から起算して１年を経過した場合

は、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができなくなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

」 

を 

「 ２ この処分については、上記１の審査

請求のほか、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して６か月以

内に、江東区を被告として（訴訟にお

いて江東区を代表する者は江東区長と

なります。）、処分の取消しの訴えを

提起することができます。 

なお、上記１の審査請求をした場合

は、処分の取消しの訴えは、その審査

請求に対する裁決があったことを知っ

た日の翌日から起算して６か月以内に

提起することができます。 

３ ただし、上記の期間が経過する前

に、この処分（審査請求をした場合 

 

 は、その審査請求に対する裁決）があ

った日の翌日から起算して１年を経過

した場合は、審査請求をすることや処

分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなります。 

 

 

 

 

」 

に改める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

                    

 江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則の一部を改正する規則を公布

する。 

  令和７年９月２９日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第７１号 

   江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁

償に関する条例施行規則の一部を改正する

規則 

江東区会計年度任用職員の給与及び費用弁償に

関する条例施行規則（令和２年３月江東区規則第

４号）の一部を次のように改正する。 

第２３条第１項各号列記以外の部分中「２分の

１日」を「２分の１日とし、第６号に掲げる期間

にあっては３分の１日」に改め、同項中第７号を

第８号とし、第６号を第７号とし、第５号の次に

次の１号を加える。 

(6) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分

休業（以下「部分休業」という。）をしてい

る会計年度任用職員として在職した期間 

第２３条第３項中「育児休業法第１９条第１項

に規定する」を削る。 

第２３条の２第１項各号列記以外の部分中「第

８号」を「第６号に掲げる期間にあっては３分の

２日とし、第９号」に、「未満」を「（第６号に

掲げる期間にあっては３分の２日）未満」に改め、

同項中第１２号を第１３号とし、第６号から第１

１号までを１号ずつ繰り下げ、第５号の次に次の

１号を加える。 

(6) 部分休業をしている会計年度任用職員とし

て在職した期間 

第２３条の２第３項中「育児休業法第１９条第

１項に規定する部分休業（以下「部分休業」とい

う。）」を「部分休業」に改め、同条第４項中

「介護休暇」の次に「又は部分休業」を、「つい

ては、」の次に「それぞれ」を、「勤務しない時

間を」の次に「それぞれ」を加え、同条第５項中

「又は部分休業」及び「それぞれ」を削る。 

附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 
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 江東区職員の期末手当に関する規則の一部を改

正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第７２号 

   江東区職員の期末手当に関する規則の一部

を改正する規則 

江東区職員の期末手当に関する規則（昭和５０

年３月江東区規則第２７号）の一部を次のように

改正する。 

 第４条第１項各号列記以外の部分中「及び第１

１号」を「から第１２号まで」に改め、同項中第

１３号を第１４号とし、第１２号を第１３号とし、

第１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分

休業（以下「育児部分休業」という。）をし

ている職員として在職した期間 

 第４条第５項中「育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業」を「育児部分休業」に改める。 

 別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第５条の３関係） 

 
 

 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に交付したこの規則に

よる改正前の江東区職員の期末手当に関する規

則別記第２号様式は、この規則による改正後の

江東区職員の期末手当に関する規則別記第２号

様式とみなす。 
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 江東区職員の勤勉手当に関する規則の一部を改

正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第７３号 

   江東区職員の勤勉手当に関する規則の一部

を改正する規則 

江東区職員の勤勉手当に関する規則（昭和５４

年３月江東区規則第１３号）の一部を次のように

改正する。 

第３条の２第１項各号列記以外の部分中「及び

第１１号」を「から第１２号まで」に、「第１６

号」を「第１７号」に改め、同項中第１９号を第

２０号とし、第１２号から第１８号までを１号ず

つ繰り下げ、第１１号の次に次の１号を加える。 

 (12) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分

休業（以下「育児部分休業」という。）をし

ている職員として在職した期間 

 第３条の２第５項中「育児休業法第１９条第１

項に規定する部分休業（以下「部分休業」とい

う。）」を「育児部分休業」に改め、同条第６項

中「、介護休暇」の次に「又は育児部分休業」を、

「ついては、」の次に「それぞれ」を加え、「育

児短時間勤務職員等として在職した期間にあって

は、」を「育児短時間勤務職員等として在職した

期間において介護休暇により勤務しない期間にあ

っては」に、「定年前再任用短時間勤務職員とし

て在職した期間にあっては、」を「定年前再任用

短時間勤務職員として在職した期間において介護

休暇又は育児部分休業により勤務しない期間にあ

っては」に、「合計した時間を勤務時間条例」を

「それぞれ合計した時間を勤務時間条例」に改め、

同条第７項中「、子育て部分休暇又は部分休業」

を「又は子育て部分休暇」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

                    

 江東区職員の退職手当に関する条例施行規則の

一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２９日 

 江東区長  大久保 朋 果   

◎江東区規則第７４号 

   江東区職員の退職手当に関する条例施行規

則の一部を改正する規則 

江東区職員の退職手当に関する条例施行規則

（昭和３２年７月江東区規則第４号）の一部を次

のように改正する。 

別記第２２号様式から別記第３２号様式までを

次のように改める。 
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別記第２２号様式（第２４条関係） 
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別記第２３号様式（第２４条関係） 
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別記第２４号様式（第２５条関係） 
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別記第２５号様式（第２５条関係） 
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別記第２６号様式（第２５条関係） 
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別記第２７号様式（第２５条関係） 
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別記第２８号様式（第２６条関係） 
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別記第２９号様式（第２６条関係） 
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別記第３０号様式（第２７条関係） 
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別記第３１号様式（第２８条関係） 
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別記第３２号様式（第２８条関係） 
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   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に通知したこの規則に

よる改正前の江東区職員の退職手当に関する条

例施行規則別記第２２号様式から別記第３２号

様式までの様式は、この規則による改正後の江

東区職員の退職手当に関する条例施行規則別記

第２２号様式から別記第３２号様式までの様式

とみなす。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

規 則 （ 教 ） 

 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

を公布する。 

  令和７年９月２４日 

    江東区教育委員会 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員 安 部 敏 啓   

◎江東区教育委員会規則第６号 

江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例施行規則（平成１２年３月江東

区教育委員会規則第７号）の一部を次のように改

正する。 

第３０条の３第２項中「、正規の勤務時間の始

め又は終わりに」を削る。 

   附 則 

この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２４日 

    江東区教育委員会 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員 安 部 敏 啓   

◎江東区教育委員会規則第７号 

江東区立幼稚園教育職員の期末手当に関す

る規則の一部を改正する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の期末手当に関する規

則（平成１２年３月江東区教育委員会規則第１４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項各号列記以外の部分中「及び第１

１号」を「から第１２号まで」に改め、同項中第

１３号を第１４号とし、第１２号を第１３号とし、

第１１号の次に次の１号を加える。 

(12) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分

休業（以下「育児部分休業」という。）をし

ている職員として在職した期間 

第５条第５項中「育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業」を「育児部分休業」に改める。 

別記第２号様式を次のように改める。 
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別記第２号様式（第９条関係） 

 
 

 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年１０月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に交付したこの規則に

よる改正前の江東区立幼稚園教育職員の期末手

当に関する規則別記第２号様式は、この規則に

よる改正後の江東区立幼稚園教育職員の期末手

当に関する規則別記第２号様式とみなす。 

                    

江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規

則の一部を改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２４日 

    江東区教育委員会 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員 安 部 敏 啓   

◎江東区教育委員会規則第８号 
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江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関す

る規則の一部を改正する規則 

 江東区立幼稚園教育職員の勤勉手当に関する規

則（平成１２年３月江東区教育委員会規則第１５

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条第１項各号列記以外の部分中「及び第１

１号」を「から第１２号まで」に、「第１５号」

を「第１６号」に改め、同項中第１８号を第１９

号とし、第１２号から第１７号までを１号ずつ繰

り下げ、第１１号の次に次の１号を加える。 

 (12) 育児休業法第１９条第１項に規定する部分

休業（以下「育児部分休業」という。）をし

ている職員として在職した期間 

第５条第５項中「育児休業法第１９条第１項に

規定する部分休業（以下「部分休業」とい

う。）」を「育児部分休業」に改め、同条第６項

中「、介護休暇」の次に「又は育児部分休業」を、

「ついては、」の次に「それぞれ」を加え、「育

児短時間勤務職員等として在職した期間にあって

は、」を「育児短時間勤務職員等として在職した

期間において介護休暇により勤務しない期間にあ

っては」に、「定年前再任用短時間勤務職員とし

て在職した期間にあっては、」を「定年前再任用

短時間勤務職員として在職した期間において介護

休暇又は育児部分休業により勤務しない期間にあ

っては」に、「合計した時間を勤務時間条例」を

「それぞれ合計した時間を勤務時間条例」に改め、

同条第７項中「、子育て部分休暇又は部分休業」

を「又は子育て部分休暇」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

                    

江東区立学校の管理運営に関する規則の一部を

改正する規則を公布する。 

  令和７年９月２４日 

    江東区教育委員会 

教育長  本 多 健一郎   

教育委員 安 部 敏 啓   

◎江東区教育委員会規則第９号 

江東区立学校の管理運営に関する規則の一

部を改正する規則 

 江東区立学校の管理運営に関する規則（昭和５

３年９月江東区教育委員会規則第２号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条の２第１項第１号中「８月２４日」を

「８月３１日」に改め、同条第３項を削る。 

 第２２条第１項第１号中「８月２８日」を「８

月３１日」に改め、同条第２項を削る。 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。

ただし、第３条の２第３項を削る改正規定及び第

２２条第２項を削る改正規定は、公布の日から施

行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（第 932 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 10 月 15 日（水曜日） 

 

 

 

42 

訓 令 

 

◎江東訓令甲第１４号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

 江東区役所出張所処務規程（昭和４０年４月江

東区訓令甲第１３号）の一部を次のように改正す

る。 

  令和７年９月１２日 

江東区長  大久保 朋 果  

 第１条第９号中「の交付等」を削り、同条第１

０号中「被保険者証」を「資格確認書等」に改め

る。 

                    

◎江東訓令甲第１５号 

庁 中 一 般    

出  張  所    

 江東区役所豊洲特別出張所処務規程（平成２７

年９月江東区訓令甲第１０号）の一部を次のよう

に改正する。 

  令和７年９月１２日 

江東区長  大久保 朋 果  

 第３条の表住民係の部９の項中「の交付等」を

削り、同部１０の項中「被保険者証」を「資格確

認書等」に改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

告 示 

 

◎江東区告示第３７９号 

 下記事件につき、令和７年第３回江東区議会定

例会を９月１７日に招集する。 

令和７年９月９日 

 江東区長  大久保 朋 果 

           記 

１ 令和６年度決算に基づく江東区健全化判断比

率について 

２ 令和６年度江東区一般会計歳入歳出決算 

３ 令和６年度江東区国民健康保険会計歳入歳出

決算 

４ 令和６年度江東区介護保険会計歳入歳出決算 

５ 令和６年度江東区後期高齢者医療会計歳入歳

出決算 

６ 令和７年度江東区一般会計補正予算（第２

号） 

７ 負担付贈与の受入れについて 

８ 芭蕉記念館の指定管理者の指定について 

９ 深川江戸資料館の指定管理者の指定について 

１０ 中川船番所資料館の指定管理者の指定につ

いて 

１１ 総合区民センターの指定管理者の指定につ

いて 

１２ 文化センターの指定管理者の指定について 

１３ 地域文化センターの指定管理者の指定につ

いて 

１４ 江東公会堂の指定管理者の指定について 

１５ 区民体育館の指定管理者の指定について 

１６ 区営運動場の指定管理者の指定について 

１７ 夢の島総合運動場の指定管理者の指定につ

いて 

１８ 区営プールの指定管理者の指定について 

１９ 保育所の指定管理者の指定について 

２０ 児童館の指定管理者の指定について 

２１ 子ども家庭支援センターの指定管理者の指

定について 

２２ こども発達センターの指定管理者の指定に

ついて 

２３ 障害者通所支援施設の指定管理者の指定に

ついて 

２４ リバーハウス東砂の指定管理者の指定につ

いて 

２５ 健康センターの指定管理者の指定について 

２６ 区立都市公園の指定管理者の指定について 

２７ 児童・高齢者総合施設の指定管理者の指定
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について 

２８ 老人福祉センターの指定管理者の指定につ

いて 

２９ 南砂緑道公園改修工事請負契約 

３０ 議決を得た契約の契約変更について（緑橋

架替工事（その１）請負契約） 

３１ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区江東公会堂改修工事請負契約） 

３２ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区江東公会堂電気設備改修工事請負契約） 

３３ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区江東公会堂機械設備改修工事請負契約） 

３４ 議決を得た契約の契約変更について（江東

区スポーツ会館改修工事請負契約） 

３５ 備蓄用リゾット供給契約 

３６ 災害備蓄用カップ付きキャミソール供給契 

   約 

３７ 災害備蓄用真空下着セット供給契約 

３８ 江東区個人番号の利用並びに特定個人情報

の利用及び提供に関する条例の一部を改正

する条例 

３９ 江東区一般職の任期付職員の採用に関する

条例の一部を改正する条例 

４０ 江東区乳児等通園支援事業の設備及び運営

に関する基準を定める条例 

４１ 江東区営住宅条例の一部を改正する条例 

４２ 江東区高齢者住宅条例の一部を改正する条 

   例 

４３ 江東区立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例 

                    

◎江東区告示第３８１号 

江東区環境学習情報館条例（平成１８年１２月

江東区条例第５４号）第６条第２項の規定に基づ

き、下記のとおり休館する。 

令和７年９月９日 

 江東区長  大久保 朋 果 

１ 休館する施設 
名  称 位  置 

江東区環境学習情報館 江東区潮見一丁目２９

番７号 

２ 休館日 

  令和７年９月１４日（日） 

３ 理由 

  電気設備点検のため 

                    

◎江東区告示第３８４号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４

２条第１項第４号の規定に基づく道路について、

下記のとおり指定をした。 

 なお、関係図面は、本区都市整備部建築課にお

いて縦覧に供する。 

令和７年９月１１日 

 江東区長  大久保 朋 果 

１ 指定に係る道路の種類 

法第４２条第１項第４号の規定による道路 

２ 指定の年月日 

令和７年９月１１日 

３ 指定に係る道路の位置 

江東区北砂五丁目３８５番９、３８５番１０、

３８５番１１、３８５番１１先、１４３番２

の一部 

４ 指定に係る道路の延長及び幅員 

延長 ８７．１６９ｍ 幅員 １０．００ｍ 

延長 ９１．１５７ｍ 幅員  ６．００ｍ 

                    

◎江東区告示第３９６号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年９月２４日 

 江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 

                    

◎江東区告示第４０１号 

 江東区道路占用規則（昭和５２年９月江東区規

則第４５号）第１７条の規定に基づき定めた、道

路掘さく復旧工事監督事務費徴収単価表及び道路

掘さく復旧費徴収単価表（令和６年９月江東区告

示第３４７号）の全部を別紙のとおり改正し、令

和７年１０月１日から施行する。ただし、同日前

に掘さく復旧面積又は掘さく復旧延長を確認した

ものについては、なお従前の例による。 

令和７年９月２９日 

江東区長  大久保 朋 果 



（第 932 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 10 月 15 日（水曜日） 

 

 

 

44 

 



令和 7 年 10 月 15 日（水曜日）     江 東 区 公 報            （第 932 号） 

 

 

 

45 

 

 
 



（第 932 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 10 月 15 日（水曜日） 

 

 

 

46 
 



令和 7 年 10 月 15 日（水曜日）     江 東 区 公 報            （第 932 号） 

 

 

 

47 

 
 



（第 932 号）             江 東 区 公 報    令和 7 年 10 月 15 日（水曜日） 

 

 

 

48 

 



令和 7 年 10 月 15 日（水曜日）     江 東 区 公 報            （第 932 号） 

 

 

 

49 

                    

◎江東区告示第４０２号 

平成２１年６月１９日江東区告示第１４７号

（禁煙重点地区の指定について）の一部を次のよ

うに改正する。 

令和７年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

１ 改正内容 

表を次のように改める。 
名称 範囲 指定年

月日 

森下駅周

辺禁煙重

点地区 

都営地下鉄新宿線森下駅及

び都営地下鉄大江戸線森下

駅の出入口から概ね１０メ

ートル（別図１のとおり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

清澄白河

駅周辺禁

煙重点地

区 

東京メトロ半蔵門線清澄白

河駅及び都営地下鉄大江戸

線清澄白河駅の出入口から

概ね１０メートル（別図２

のとおり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

門前仲町

駅周辺禁

煙重点地

区 

東京メトロ東西線門前仲町

駅及び都営地下鉄大江戸線

門前仲町駅の出入口周辺

（別図３のとおり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

豊洲駅周

辺禁煙重

点地区 

東京メトロ有楽町線豊洲駅

の出入口周辺（別図４のと

おり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

住吉駅周

辺禁煙重

点地区 

東京メトロ半蔵門線住吉駅

及び都営地下鉄新宿線住吉

駅の出入口から概ね１０メ

ートル（別図５のとおり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

木場駅周

辺禁煙重

点地区 

東京メトロ東西線木場駅の

出入口から概ね１０メート

ル（別図６のとおり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

東陽町駅

周辺禁煙

重点地区 

東京メトロ東西線東陽町駅

の出入口周辺（別図７のと

おり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

亀戸駅周

辺禁煙重

点地区 

ＪＲ総武線亀戸駅及び東武

亀戸線亀戸駅の出入口周辺

（別図８のとおり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

南砂町駅

周辺禁煙

重点地区 

東京メトロ東西線南砂町駅

の出入口周辺（別図９のと

おり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

新木場駅

周辺禁煙

重点地区 

ＪＲ京葉線新木場駅、東京

メトロ有楽町線新木場駅及

び東京臨海高速鉄道新木場

駅の出入口から概ね１０メ

ートル以内（別図１０のと

おり） 

平 成 ２

１ 年 ７

月１日 

別図４を次のように改める。 
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〔別図４〕 

 
別図９を次のように改める。 

 

〔別図９〕 

 
２ 変更期日 

令和７年１０月１日 
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◎江東区告示第４０５号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

令和７年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

  名称 アソビュー株式会社 

事務所所在地 東京都品川区大崎一丁目１１

‐２ゲートシティ大崎イース

トタワー８F 

代表者 代表取締役 山野 智久 

２ 指定年月日 

  令和７年１０月１日 

３ 指定納付受託者に納付させる歳入 

ふるさと納税寄附金 

                    

◎江東区告示第４０６号 

 予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７

号）第５条の規定により、令和７年度高齢者イン

フルエンザ、新型コロナウイルス感染症予防接種

について下記のとおり公告する。 

  令和７年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 定期予防接種の種類 

① 高齢者インフルエンザウイルスワクチン 

② 新型コロナウイルスワクチン 

２ 接種対象者及び負担費用 

(1) 江東区内に居住する者で、下表の接種対象

者の欄に掲げるもの 
接種対象者 自己負担額 

ア 予防接種日当日６５歳以上であ

る者 

イ 区が必要と認める以下に掲げる

事項に該当する予防接種日当日６

０歳～６４歳である者 

心臓、腎臓、呼吸器、ヒト免疫

不全ウィルス（ＨＩＶ）疾患のあ

る障害者手帳１級の者 

２,５００

円 

ウ 上記に該当し、かつ、生活保護

法による被保護者又は中国残留邦

人等の円滑な帰国の促進並びに永 

 住帰国した中国残留邦人等及び特 

 

 

免除 

定配偶者の自立の支援に関する法

律による支援給付受給者 

エ 令和８年３月３１日現在満７５

歳以上である者 

 

(2) 他区（江東区を除く２２区）に居住する者

で、(1)の表に該当するもの（負担額につい

ては他区の規定に準じる。） 

３ 実施期間 

① 高齢者インフルエンザ 

令和７年１０月１日から令和８年１月３１

日まで 

② 新型コロナウイルス 

令和７年１０月１日から令和８年３月３１

日まで 

４ 場所 

  別表に掲げる実施医療機関 

５ 実施方法 

  公益社団法人江東区医師会に委託して、個別

接種を実施する。 

６ 予防接種を受けることが適当でない者 

 (1) 明らかな発熱を呈している者 

(2) 重篤な急性疾患にかかっていることが明ら 

かな者 

(3) 予防接種の接種液の成分によってアナフィ

ラキシーを呈したことがあることが明らかな

者 

(4) 上記に該当する者のほか、医師が予防接種

を受けることが不適当だと判断した者 

７ 予防接種の判断を行うに際して注意を要する

者 

(1) 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血

系疾患、発育障害等の基礎疾患を有する者 

(2) 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられ

た者及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症

状を呈したことがある者 

(3) 過去にけいれんの既往のある者 

(4) 過去に免疫不全の診断がされている者及び

近親者に先天性免疫不全症の者がいる者 

(5) 接種しようとする接種液の成分に対してア

レルギーを呈するおそれのある者 
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◎江東区告示第４１０号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３

１条の２の３第１項の規定に基づき、下記のとお

り指定納付受託者を指定したので、江東区会計事

務規則（昭和３９年３月江東区規則第１３号）第

４２条の３第２項の規定に基づき告示する。 

令和７年１０月１日 

江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 指定納付受託者の名称、所在地及び代表者の

氏名 

名称 株式会社日本決済情報センター 

所在地 東京都港区虎ノ門３‐８‐２７ 

巴町アネックス２号館５階 

代表者 代表取締役社長 村中 健一 

２ 指定年月日 

  令和７年１０月１日 

３ 指定の内容 

キャッシュレス決済を利用して江東区に納付

される証明書発行等の手数料の指定納付受託者 

                    

◎江東区告示第４１１号 

 江東区自転車の放置防止及び自転車駐車場の整

備に関する条例（昭和６０年１０月江東区条例第

２８号）第１５条第２項及び第２３条第２項の規

定により保管した自転車で利用者等の確認ができ

ないものについて、別紙のとおり告示する。 

 なお、この告示のときから１か月を経過しても

当該自転車を返還することができない場合は、同

条例第１５条第３項及び第２３条第２項の規定に

より、当該自転車を処分する。 

令和７年１０月２日 

 江東区長  大久保 朋 果 

〔別紙省略〕 
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◎江東区告示第４１２号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和７年１０月２日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０６８４４ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  サンライフケア砂町 

東京都江東区北砂６‐２２‐４サンフロー

ラハイツ１Ｆ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社サンライフ 

東京都江東区東陽５‐５‐２ 

代表取締役 上月 伸一 

４ 廃止年月日 

  令和７年９月３０日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４１３号 

介護保険法第７９条第１項の規定により指定居

宅介護支援事業者を指定したので、同法第８５条

の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

令和７年１０月２日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０７２９７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  かがやきライフ居宅介護支援事業所 

   東京都江東区枝川３‐８‐１８ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  社会医療法人社団順江会 

   東京都江東区大島６‐８‐５ 

    理事長 黒澤 尚 

４ 指定年月日 

令和７年１０月１日 

５ サービスの種類 

居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４１４号 

介護保険法第８２条第２項の規定により指定居

宅介護支援事業者から事業の廃止の届出があった

ので、同法第８５条の規定に基づき、下記のとお

り告示する。 

令和７年１０月３日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８００４１７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  リカバリー指定居宅介護支援事業所 

東京都江東区亀戸６‐５５‐２０ 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  株式会社リカバリー 

東京都江東区亀戸６‐５５‐２０ 

代表取締役 佐々木 二朗 

４ 廃止年月日 

  令和７年９月３０日 

５ サービスの種類 

  居宅介護支援 

                    

◎江東区告示第４１５号 

介護保険法第７８条の５第２項の規定により指

定地域密着型サービス事業者から事業の廃止の届

出があったので、同法第７８条の１１の規定に基

づき、下記のとおり告示する。 

令和７年１０月３日 

 江東区長  大久保 朋 果   

           記 

１ 介護保険事業所番号 

  １３７０８０５０７７ 

２ 事業所の名称及び所在地 

  すまーと 

東京都江東区千田１４番７号早川ビル１階 

３ 事業者の名称、所在地及び代表者 

  有限会社ヒロ薬品 

東京都江東区千田１４番７号早川ビル１階 

代表取締役 皿澤 宏章 

４ 廃止年月日 

  令和７年８月３１日 

５ サービスの種類 

  地域密着型通所介護 

                    

◎江東区告示第４１６号 

   特定子ども・子育て支援施設等の確認につ

いて 

 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号。以下「法」という。）第５８条の２の規定に

基づき、特定子ども・子育て支援施設等に係る法

第３０条の１１第１項の確認を行ったので、法第

５８条の１１第１号の規定により下記のとおり告
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示する。 

令和７年１０月３日 

江東区長  大久保 朋 果 

           記 
特定子ど

も・子育

て支援提

供者の名

称 

施設名 所在地 確認年

月日 

施 設

等 

の 種

類 

学校法人

昭和医科

大学 

昭 和 医

科 大 学

江 東 豊

洲 病 院

病 児 ・

病 後 児

保育室 

東 京 都

江 東 区

豊 洲 ５

‐ １ ‐

３８ 

令和７

年４月

１日 

病 児

保 育

事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 議 会 

 

◎区議会議決事項（令和７年第３回定例会） 

９月１７日から開会した令和７年第３回江東区

議会定例会において、別記の事項を議決した。 

１ 選任同意（区長提出） 

議案第１２７号 江東区監査委員選任同意方

について 

豊 島 成 彦  

（９月１７日同意） 

２ 報告（区長提出） 

 報告第３号 令和６年度決算に基づく江東区

健全化判断比率について 

（９月１７日報告） 

３ その他の議決事項等 

令和６年度決算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

令和７年度予算審査特別委員会の設置及び委

員の選任 

（以上９月１７日設置及び選任） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


